
補 欠 選 挙 当 選 議 員 の 所 属 委 員 会 に つ い て  
 

 

会  派  名 氏   名 所 属 委 員 会 補充選任年月日 

維 新 の 会 別 府 けんいち 警 察 常 任 委 員 会 令和６年 11 月 21 日 

無 所 属 松 本 隆 弘 健康福祉常任委員会 令和６年 11 月 21 日 

 
 



 

常 任 委 員 会 委 員 の 所 属 変 更 に つ い て 

（令和６年 11 月 22 日） 

 

 

会 派 名 氏  名 旧所属委員会 新所属委員会 

ひょうご 

県民連合 
中 田 英 一 建 設 常 任 委 員 会 総 務 常 任 委 員 会 

 



 

県政改革調査特別委員会委員及び文書問題調査特別委員会委員の補充選任 

 

 

委 員 会 名 会 派 名 
補 充 選 任 者 

（令和６年 11 月 22 日付） 

県政改革調査 

特別委員 会 

ひ ょ う ご 

県 民 連 合 

中 田 英 一 

文書問題調査 

特別委員 会 
北 上 あきひと 

 



第369回（定例）県議会提出予定議案件名一覧 
 

（条例案件） 

１ 本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例の一部を改正する条例 

２ 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

３ 国民健康保険事業の運営に関する条例の一部を改正する条例 

４ 兵庫県立高等学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

５ 警察手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

（報告案件） 

１ 当せん金付証票の発売 

２ 兵庫県公立大学法人第三期中期目標の策定 

３ 県立学校学習者用コンピュータ一式の取得 

４ フェニックス事業用地 A-4 ブロックの処分 

５ 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区美嚢川橋上部工事請負契約の変更 

６ 一般国道 178 号浜坂道路Ⅱ期新諸寄第１・第２トンネル（仮称）建設工事請負契約の変更 

７ 一般国道 178 号浜坂道路Ⅱ期浜坂第２トンネル（仮称）建設工事（西工区）請負契約の変更 

８ 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区国道 175 号 AB-３ランプ橋上部工事請負契約の変更 

９ 都市計画道路尼崎宝塚線（阪急立体工区）道路改良工事（その１）請負契約の変更 

10 二級河川新川水系新川 新川・東川統合排水機場本体工事（下部工）請負契約の変更 

11 県営宝塚山本住宅第４期建築工事請負契約の変更 

12 兵庫県立川西こども家庭センター一時保護所（仮称）建築工事請負契約の変更 

13 一般国道 178 号浜坂道路Ⅱ期居組トンネル（仮称）建設工事請負契約の締結 

14 兵庫県庁本庁舎第３号館計画修繕電気設備工事請負契約の締結 

15 公共施設等運営権の設定 

16 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立神戸生活創造センター） 

17 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立総合体育館） 

18 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立海洋体育館） 

19 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県福祉センター） 

20 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立フラワーセンター） 

21 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立公園あわじ花さじき） 

22 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立舞子公園） 

23 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立西猪名公園） 

24 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立播磨中央公園） 

25 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立赤穂海浜公園） 

26 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県営住宅（北播磨地区・西播磨地区・但馬地区・丹波地区・

淡路地区））                               

 

（専決処分報告案件） 

１ 専決処分の承認（天井川管理瑕疵賠償） 

２ 専決処分の承認（天神川氾濫災害補償）  
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報第３号 専決処分の承認 
 

  河川から繁茂した蔦が建物に侵食し、外壁を汚損させたことについて、和解及び損害賠償の額を

定める必要が生じたが、特に緊急を要し、県議会を招集する時間的余裕がないため、令和６年10月 

31日、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 １ 事故の概要 

   神戸市東灘区岡本一丁目地先の二級河川天上川水系天上川において、河川区域内から伸びた蔦

により、隣接土地の建物外壁に汚損被害が発生し、相手方から県に対し損害賠償の請求があった。 

   本件被害においては、①河川敷地から生えた蔦は長期間にわたって繁茂しており、定期的な現

地確認が実施されていれば状況を覚知することができたと考えられること、②河川管理者として

蔦の除去などの適切な管理を行っていれば建物被害を回避することができたと考えられることか

ら、県に管理瑕疵があったことが認められるので、早期の円満解決を図ることとした。 

   なお、今回の事案は双方が、年に数回の管理を行っていれば被害の発生は防げたと考えられる

ことから、過失割合を５割ずつとして修復費用を負担する。 

 

 ２ 和解 

   上記事故についての和解 



28 

報第４号 専決処分の承認 

 

  令和５年５月６日（土）から８日（月）にかけての前線の大雨により、二級河川武庫川水系天神

川堤防強化対策工事箇所において堤防が決壊し、住宅等に浸水被害が発生した氾濫災害について、

和解及び損害賠償の額を定める必要が生じたが、特に緊急を要し、県議会を招集する時間的余裕が

ないため、令和６年11月１日、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 １ 事件の概要 

   令和５年５月６日（土）から８日（月）にかけての前線の大雨により、二級河川武庫川水系天

神川堤防強化対策工事箇所において堤防が決壊し、住宅等に浸水被害が発生した氾濫災害につい

て、相手方から河川管理者である県に対し、損害賠償の請求があった。 

   本件災害について、天神川氾濫災害補償委員会から県が被災者に対して損害額を補償すべきで

あること及び補償額の算定基準について提言を受けたことから、県に河川管理瑕疵が認められる

ので、早期の円満解決を図ることとした。 

 ２ 和解 

   上記災害についての和解 



















質   疑  ・  質   問   順  

 

（ 第 ３ ６ ９ 回 定 例 会 ） 

        

         

順  序  

 

月  日  

 

 

１  

 

 

 

 

２  

 

 

３  

 

 

４  

         

 

５  

        

 

第 １ 日   

1 2 月 ６ 日 

（金）  

 

 

代 表 質 問 

 

（ 自  民  党 ）  

 

 

 

 

（ 維 新 の 会 ）  

 

 

（ 公  明  党 ）  

 

 

 

 

（ひょうご県民連合）  

 

 

 

 

第 ２ 日   

1 2 月 ９ 日 

（月）  

 

 

一 般 質 問 

 

（ 自  民  党 ）  

 

 

 

 

（ 維 新 の 会 ）  

 

 

（ 公  明  党 ）  

 

 

 

 

（ひょうご県民連合）  

 

 

（ 自  民  党 ）  

 

 

 

第 ３ 日  

12 月 10 日 

（火）  

 

 

一 般 質 問 

 

（ 自  民  党 ）  

 

 

 

 

（ 維 新 の 会 ）  

 

 

（ 公  明  党 ）  

 

 

 

（無  所  属）  

 

 

（ 自  民  党 ）  

 

 

 

※一般質問については試案  

区  分  

 



令和６年 11 月 26 日 

議会事務局総務課 

 

議員用(新)モバイルパソコンの導入等について 

 
１ 導入機種 
  Surface Pro 10 with 5G 

 
２ 導入及び回収のスケジュール（予定） 

令和６年 12 月 16 日(月)操作等研修会 ①15:30～16:30 

                                    ②16:30～17:30 

12 月 17 日(火)操作等研修会 ①13:30～14:30 

                                    ②14:30～15:30 

12 月 24 日(火)～27 日(金)SmartDiscussion の設定作業、 
プリンタの設定など（事務局で実施） 

               
令和７年 1 月１日（水） 新システム運用開始 

1 月６日（月） 新モバイルパソコン配付・使用開始 
       １月６日（月）～17 日（金） 

旧 PC・タブレットの個人データの新モバイル 

パソコンへの移行（議員各自で実施） 

       １月 20 日（月）旧 PC・タブレットの回収・業者へ返却 
 
 
３ 管理要領等の改正 

 別紙案のとおり 
 
４ その他 

（１）SmartDiscussion 設定作業後（12 月 24 日以降）の資料のアップロード 

12 月 24 日（火）以降は、SmartDiscussion に新たに資料をアップロード

してもタブレットでは閲覧できません。（12 月 23 日（月）までに既に登録

した資料は閲覧可能） 

 
（２）個人データの移行作業 

   研修会で移行方法を説明します。 

各議員が 
いずれかに出席 



別紙１ 
 

令和６年 11 月 26 日 
議会事務局総務課 

 

要領等の変更点について（案） 

  

 

１ 兵庫県議会タブレット端末機使用ルール等について 

（１）名称及び項目中の「タブレット」の文言を「モバイルパソコン」の文言へ変更 

（２）項目６について、LTEでの接続に変更。 

（３）項目８ 紙資料の取扱いを全文削除 

 

 

２ 兵庫県議会タブレット端末機等管理要領 

（１）名称及び条文中の「タブレット」の文言を「モバイルパソコン」の文言へ変更 

（２）第７条第２項の「又はAppleIDを利用し同期して使用（以下「インストール等」

という。）」の文言を削除 

 

 

新 旧 

６ モバイルパソコン端末機の庁外持ち

出しについて 

⑵ 庁外でもLTE接続によりインターネ

ット通信可能（容量制限有り） 

※自宅等のWi-fi接続は不可とする。 

６ タブレット端末機の庁外持ち出しに

ついて 

⑵ 議会LAN以外の自宅等のWi-Fi接続を

可能とする。（※ 議会連絡サイトの閲

覧やメール送受信が可能） 

 

 

 

削除 

８ 紙資料の取扱い 

⑴令和２年度中については、タブレット

端末機の試行的導入期間とし、紙資料

との併用を行う。 

⑵来年度以降の取扱いについては、令和

２年度末に「会議のペーパーレス化検

討小委員会」において協議する。 

新 旧 

第７条 

２ 使用者がアプリ等をインストールす

る場合は、事前に申請書（様式第１

号）を管理者に提出し許可を得なけれ

ばならない。 

 

第７条 

２ 使用者がアプリ等をインストール又

はAppleIDを利用し同期して使用（以

下「インストール等」という。）する

場合は、事前に申請書（様式第１号）

を管理者に提出し許可を得なければな

らない。 
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兵庫県議会モバイルパソコン端末機等管理要領 
（令和○年○月○日 議会運営委員会確認） 

（趣旨） 

第１条 この要領は、兵庫県議会（以下「県議会」という。）におけるモバイルパソコ

ン端末機等の管理及び取扱いに関して、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 会議等 本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、兵庫県議会会議規

則第130条に定める協議又は調整を行うための場及びその他議長が必要と認める

会議をいう。 

(2) ファイルサーバ 電子化データの保管及び共有が可能な機器で、管理者が設置

したものをいう。 

(3) ファイル管理システム 会議等に使用する資料をファイルサーバに保存、閲覧

等するためのアプリケーションソフトウェアを利用するシステムをいう。 

(4) モバイルパソコン端末機 ファイル管理システムを利用するためのモバイル

パソコン端末機及びその付属品（以下「端末機」という。）をいう。 

（管理者） 

第３条 ファイルサーバ、ファイル管理システム及び端末機の適正な管理のために、

管理者を置く。 

２ 前項に規定する管理者は、議会事務局総務課長をもって充てる。 

３ 管理者は、情報セキュリティ確保及び障害対応のため、必要に応じアクセスログ

を取得することができる。 

（使用者） 

第４条 端末機を使用する者（以下「使用者」という。）は、兵庫県議会議員（以下「議

員」という。）及び議会事務局職員（議長が必要と認める者に限る。以下「事務局職

員」という。）とする。 

２ 使用者は、この要領に従い、端末機を適正に使用しなければならない。 

３ 使用者は、ファイル管理システム及び端末機を使用するためのユーザーID及びパ

スワード(以下「ユーザーID等」という。)を適切に管理しなければならない。 

４ 使用者以外の者が、会議等に出席するため、ファイル管理システムを利用しよう

とするときは、管理者の許可を得なければならない。 

（端末機の貸与及び返却） 

第５条 管理者は、使用者に端末機を貸与するものとする。 

２ 使用者は、前項の規定により貸与された端末機を、他人に貸与し、又は譲渡しては

ならない。 

３ 議員は、その職を離れたときは、端末機を速やかに管理者に返却しなければなら

ない。 

４ 事務局職員は、異動等により使用権限がなくなったときは、端末機を速やかに管
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理者に返却しなければならない。 

５ 管理者は、前２項の場合において、返却された端末機の初期化を速やかに行うこ

ととする。 

（端末機の取扱い） 

第６条 使用者は、端末機を使用しないときは端末ロックをかけておかなければなら

ない。 

２ 使用者は、紛失、盗難、破損等（以下「紛失等」という。）のないよう貸与された

端末機を適正に使用しなければならない。 

３ 使用者は、端末機を紛失等したときは、ただちに管理者に連絡しなければならな

い。 

４ 使用者が適切な利用や管理を行わないために端末機を紛失等させたとき（故意又

は重大な過失によるものに限る。）は、管理者は、それにより発生する費用を使用者

に負担させるものとする。 

（端末機で使用するアプリケーションソフト） 

第７条 端末機で使用することができるアプリケーションソフト及びソフトウェア

（以下「アプリ等」という。）は、あらかじめインストールされているもののほか、

議会活動に関係があるものに限る。 

２ 使用者がアプリ等をインストールする場合は、事前に申請書（様式第１号）を管理

者に提出し許可を得なければならない。 

３ アプリ等をインストール等する場合に生じるアプリ等の購入又は使用に係る費用

については、使用者が負担するものとする。 

４ 管理者は、情報セキュリティ確保その他端末機の適正な管理を行うために必要が

あると認められる場合には、使用者が端末機にインストール等したアプリ等をアン

インストールし、又は使用者にアンインストールを指示することができる。この場

合において、使用者がアプリ等の購入又は使用に要した費用は、これを補償しない。 

５ 管理者は、使用者が前項の指示に従わない場合、端末機の使用を停止させること

ができる。 

（セキュリティ対策） 

第８条 使用者は、コンピュータウイルスや不正アクセスに十分注意し、安全性が未

確認の外部記録媒体へ端末機を接続してはならない。 

２ 緊急のセキュリティ対応等により、対策を施す必要がある場合は、使用者は、管理

者の求めに応じ、管理者に端末機を速やかに提出しなければならない。 

（ファイルサーバ内でのデータの保存期間） 

第９条 議会内に設置しているファイルサーバでのデータの保存期間は、原則として

５年とする。 

（禁止事項） 

第10条 使用者は、端末機を使用するに当たり、次に掲げる事項を行ってはならない。 

(1) 端末機の分解、改造及び管理権限を奪取すること。 

(2) 障害の及ぼすおそれのある利用及び装置を接続すること。 
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(3) 撮影、録画等端末機の機能の使用を制限されている場所において、当該機能を

使用すること。 

(4) 個人情報その他県議会及び県において公開されていない情報（以下「個人情報

等」という。）を公開すること。 

(5) 著作権又は肖像権を侵害し、又は侵害するおそれのある使用をすること。 

(6) その他管理者が定める事項 

２ 使用者が前項に違反した場合、管理者は、当該使用者に対し、端末機の使用を停止

させ、又は返却させることができる。 

（遵守事項） 

第11条 使用者は、端末機を使用するに当たり、次に掲げる事項を遵守するものとす

る。 

(1) 個人情報等を取扱う際には、データの流出等の防止に努めること。 

(2) ログイン時等にユーザーID等を第三者に漏らすことのないよう管理すること。

また、これを入力するときには周囲に留意すること。 

(3) 端末機にコンピュータウイルス及び不正アクセス等を発見した場合は、速やか

に管理者へ連絡すること。 

（その他） 

第12条 この要領に定めのない事項又はこの要領に関して疑義が生じた場合は、議長

が決める。 

附 則 

この要領は、令和２年12月16日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和３年３月24日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年１月１日から施行する。 
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兵庫県議会モバイルパソコン端末機使用ルール等について 

 （令和○年○月○日 議会運営委員会確認） 

 

 議員へ貸与する公用のモバイルパソコン端末機（以下、端末機）の使用ルール等に

ついて、下記のとおり必要な事項を定める。 

 

１ 端末機等の管理について 

  端末機等の管理及び取扱いについては、別紙「兵庫県議会モバイルパソコン端末

機等管理要領」によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 端末機持ち込み対象会議 

議会におけるすべての会議を対象とする。 

本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、兵庫県議会会議規則第130条

に定める協議又は調整を行うための場（各会派代表者会議、各会派政務調査会長会、

広報委員会など）その他議長が必要と認める会議 

※ 会派行事（団総会など）での利用は、下記５の事項に留意し可とする。 

 

３ 会議中に使用できる機能 

⑴ 「兵庫県議会モバイルパソコン端末機等管理要領」第２条第２号に定めるファ

イルサーバ内に保管されている会議資料を閲覧する機能 

⑵ インターネット上の検索情報を収集・閲覧するための機能 

⑶ 閲覧資料へメモ書きする機能 

 

《管理要領の主な内容》 
○ 使用者はこの要領に従い、端末機を適正に使用しなければならない。（第4条） 

○ ファイルサーバ、ファイル管理システム及び端末機の管理者は、議会事務局総務課長を

もって充てる。（第3条） 

○ 管理者は、使用者に端末機を貸与するものとする。（第5条） 

○ 使用者は、貸与された端末機を、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。（第5条） 

○ 端末機を紛失、破損等したときは、ただちに管理者に連絡しなければならない。（第6条） 

○ 端末機を紛失、破損等させたとき（故意又は重大な過失によるものに限る。）は、管理者

は、それにより発生する費用を使用者に負担させる。（第6条） 

○ 使用することができるアプリケーションソフト及びソフトウェアは、あらかじめインストールされ

ているもののほか、議会活動に関係があるものに限る。アプリ等をダウンロード又はインスト

ールする場合は、事前に申請書を管理者に提出し許可を得なければならない。（第7条） 

○ 端末機を使用しないときは端末ロックをかけておかなければならない。（第6条） 

○ ユーザーID等を第三者に漏らすことのないよう管理すること。（第11条） 

○ 安全性が未確認の外部記録媒体へ端末機を接続してはならない。（第8条） 

○ コンピュータウイルス及び不正アクセス等を発見した場合は、速やかに管理者へ連絡する

こと。（第11条） 

○ ファイルサーバでのデータの保存期間は、原則として５年とする。（第9条） 
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４ 会議中の禁止事項等（会派行事を除く） 

⑴ 会議の録音、録画又は撮影 

⑵ 会議中のメール通信 

⑶ 端末機は消音措置を講ずるなどし、審議等の妨げにならないよう留意 

 

５ 政党活動、選挙活動、後援会活動、私的活動への使用禁止 

公用端末機として貸与するため、上記活動での使用は禁止する。 

 

６ モバイルパソコン端末機の庁外持ち出しについて 

⑴ 庁外持ち出しを可能とする。 

⑵ 自宅等のWi-fi接続は不可とする。 

※庁外でもLTE接続によりインターネット通信可能（容量制限有り） 

 

７ ファイル管理サーバ内のフォルダ構成 

 ３階層（大分類、会議名、年月日）のフォルダ構成を基本とする。 

大分類 中分類（会議名） 小分類（年月日） 

本会議 第○○○回定例会 令和○年○月○日 

第○○○回臨時会 令和○年○月○日 

常任委員会 総務常任委員会 令和○年○月○日 

健康福祉常任委員会 令和○年○月○日 

産業労働常任委員会 令和○年○月○日 

農政環境常任委員会 令和○年○月○日 

 令和○年○月○日 

議会運営委員会 ― 令和○年○月○日 

特別委員会 決算特別委員会 令和○年○月○日 

予算特別委員会 令和○年○月○日 

協議・調整の場 各会派代表者会議 令和○年○月○日 

各会派政務調査会長会 令和○年○月○日 

広報委員会 令和○年○月○日 

○○会派 ○○ 令和○年○月○日 

△△ 令和○年○月○日 

 

 

８ モバイルパソコン端末機等管理要領第６条第４項に掲げる｢重大な過失｣について 

モバイルパソコン端末機等管理要領第６条第４項に掲げる「重大な過失」とは、

はなはだしく注意義務を欠くことをいい、わずかな注意さえすれば結果を予測し、

これを未然に防止するための措置を講ずることができるにもかかわらず、これを怠

った状態を指す。 


